
◎義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公

立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

律等の一部を改正する法律 
（平成二九年三月三一日法律第五号）   

一、提案理由（平成二九年三月八日・衆議院文部科学委員会） 

○松野国務大臣 このたび政府から提出いたしました義務教育諸学校等の体制の充実及

び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し

上げます。 

 近年、子供をめぐる教育課題が複雑化、困難化する中、学校がこうした課題に適切に

対応していくためには、その指導、運営体制を強化するとともに、地域住民との連携、

協働を含めた学校運営の改善を図ることにより、学校の機能強化を一体的に推進するこ

とが重要であります。 

 この法律案は、このような観点から、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善

を図るため、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めるとともに、義務教育諸

学校等の事務職員の職務内容を改めるほか、学校運営協議会の役割を見直し、地域学校

協働活動推進員の制度の整備等の措置を講ずるものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改正し、新たな基礎定数として、

障害や、日本語を理解し使用する能力に応じた特別の指導が行われている児童生徒の数、

初任者研修を受ける者の数などに応じて教員の数を算定することとしております。 

 第二に、都道府県が設置する義務教育諸学校のうち、不登校児童生徒を対象とするも

のや、夜間その他特別な時間に授業を行うものの教職員給与に要する経費を国庫負担の

対象に加えることとしております。 

 第三に、学校の事務職員の職務規定を改めるとともに、学校に係る事務を共同して処

理する共同学校事務室を置くことができることとする規定を整備することとしておりま

す。 

 第四に、学校運営協議会の役割の見直しやその設置について努力義務とすることなど

についての規定を整備するとともに、地域住民等が学校と協働して行う地域学校協働活

動に関し、教育委員会が連携協力体制の整備等を講ずるものとすることや、地域学校協

働活動推進員を委嘱することができることとする規定を整備することとしております。 

 第五に、この法律案は、平成二十九年四月一日から施行することとしておりますが、

教職員定数の標準の改正については、改正後のこの法律の標準に漸次近づけることを旨

として、必要な経過措置を設けることとしております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 



 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成二九年三月一六日） 

○永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、近年、子供をめぐる教育課題が複雑化、困難化する中、学校がこうした課題

に適切に対応していくための所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は、 

 第一に、障害や、日本語を理解し使用する能力に応じた特別の指導が行われている児

童生徒の数などに応じて教員の数を算定すること、 

 第二に、都道府県が設置する義務教育諸学校のうち、不登校児童生徒を対象とする不

登校特例校や、夜間に授業を行ういわゆる夜間中学の教職員給与に要する経費を国庫負

担の対象に追加すること、 

 第三に、学校事務職員の職務規定を、事務をつかさどるものと改めるとともに、学校

事務を共同して処理する共同学校事務室を置くことができることとすること、 

 第四に、教育委員会による学校運営協議会の設置について努力義務とするとともに、

地域学校協働活動推進員を委嘱できることとすること 

などであります。 

 本案は、去る三月七日本委員会に付託され、翌八日松野文部科学大臣から提案理由の

説明を聴取した後、十日に質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。 

 昨十五日、日本共産党より修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年三月一五日） 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一 学校現場を取り巻く課題が複雑困難化し、教職員の長時間勤務が常態化している実

態を踏まえ、教職員の働き方改革を実現するとともに教育の質を更に高めていく観点

から、教職員定数の計画的な改善に努めること。また、いじめ対策や貧困による教育

格差の解消など、学校が対応しなければならない新たな教育課題が増大している実態

に鑑み、児童生徒に対するきめ細かで質の高い教育を実現するため、必要かつ十分な

数の加配教職員が配置できるよう定数を確保すること。 

二 教職員定数の計画的な改善に当たっては、小学校二年生以上においても、学級編制

の標準を三十五人に引き下げるなど、平成二十三年の改正義務標準法附則第二項の趣

旨の実現を期すべきこと。 

三 特別支援教育の対象となる児童生徒数の増加や通常の学級における発達障害の可能



性のある児童生徒への教育的な対応が求められている実態を踏まえ、特別支援教育に

関する専門的な知識や技能を有する者を十分に確保するなど指導・支援体制の整備・

充実に努めること。 

四 近年その数が急増している定住外国人などの日本語指導が必要な外国人児童生徒等

について、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨を踏まえ、その希望に基づいて公立

の小中学校等において受け入れ、日本語を理解し使用する能力に応じて特別な指導が

確実になされるよう、指導教員等の養成・確保、指導体制の整備・充実に努めるこ

と。また、地域間格差が生じないよう、ＩＣＴの積極的な活用を促進するとともに、

効果的な指導方法に関する情報共有等を図ること。 

五 通級指導・日本語指導を必要とする児童生徒は、いわゆる小規模校を含む全国各地

の学校に在籍していることに鑑み、教育の機会均等・全国的な水準確保と障害者差別

解消法の趣旨を踏まえ、全ての子供たちに必要な教育条件を充実させる観点から、本

法施行後三年から五年を経過した段階で実態を把握し、必要な見直しを行うこと。 

六 事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義について、

地方公共団体に対し周知徹底すること。その際、事務職員が一定の責任を持って主体

的、積極的に学校運営に参画することにより、学校の機能強化が図られる点について

理解を得るよう努めること。また、事務職員が学校運営に関わる職としてその専門性

を向上するための研修の企画・実施体制を充実するとともに、共同学校事務室の設置

が事務職員の人員削減につながることのないよう、基本的に一校に一人以上の事務職

員の配置を確保すること。 

七 学校・家庭・地域が一体となって子供たちを育む観点から、学校運営協議会制度に

ついては、同制度の持つ意義や成果について周知するとともに、十分な教職員数の配

置など財政措置も含めた方策を講ずることにより教員の更なる負担増を招くことのな

いよう留意すること。 

八 地域住民等による学校との協働活動が推進され、各地域の子供たちがその活動を通

じた学びを得ることができるよう、地域学校協働活動推進員をはじめとする人材の確

保、地域住民等と学校との連携体制の整備に向けた好事例の収集・普及など財政上の

措置を含めた必要な支援を行うこと。 

三、参議院文教科学委員長報告（平成二九年三月二七日） 

○赤池誠章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ 

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るため、公立の義務 

教育諸学校の教職員定数の標準を改めるとともに、共同学校事務室に関する規定の整備 

等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、教職員定数改善の意義、学校運営協議会の設置促進策等につ 

いて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 



 質疑を終局した後、日本共産党の吉良理事より、共同学校事務室の設置に関する改正 

規定を削除する旨の修正案が提出されました。 

 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は全会一致 

をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年三月二三日） 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ 

る。 

一、学校現場を取り巻く課題が複雑困難化し、教職員の長時間勤務が常態化している実

態を踏まえ、教職員の働き方改革を実現するとともに教育の質を更に高めていく観点

から、教職員定数の計画的な改善に努めること。また、いじめ対策や貧困による教育

格差の解消など、学校が対応しなければならない新たな教育課題が増大している実態

に鑑み、児童生徒に対するきめ細かで質の高い教育を実現するため、必要かつ十分な

数の加配教職員が配置できるよう定数を確保すること。 

二、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善や教材研究、学習評価の

充実、子供一人一人の学びを充実させるための少人数によるきめ細かな指導の充実な

ど、次期学習指導要領等における指導や業務の在り方に対応するため、必要な教職員

定数の拡充を図ること。 

三、教職員定数の計画的な改善に当たっては、小学校二年生以上においても、学級編制

の標準を三十五人に引き下げるなど、平成二十三年の改正義務標準法附則第二項の趣

旨の実現を期すべきこと。 

四、特別支援教育の対象となる児童生徒数の増加や通常の学級における発達障害の可能

性のある児童生徒への教育的な対応が求められている実態を踏まえ、特別支援教育に

関する専門的な知識や技能を有する者を十分に確保するなど指導・支援体制の整備・

充実に努めること。 

五、近年その数が急増している定住外国人などの日本語指導が必要な外国人児童生徒等

について、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨を踏まえ、その希望に基づいて公立

の小中学校等において受け入れ、日本語を理解し使用する能力に応じて特別な指導が

確実になされるよう、指導教員等の養成・確保、指導体制の整備・充実に努めること。

また、地域間格差が生じないよう、ＩＣＴの積極的な活用を促進するとともに、効果

的な指導方法に関する情報共有等を図ること。 

六、通級指導・日本語指導を必要とする児童生徒は、いわゆる小規模校を含む全国各地

の学校に在籍していることに鑑み、教育の機会均等・全国的な水準確保と障害者差別

解消法の趣旨を踏まえ、全ての子供たちに必要な教育条件を充実させる観点から、本

法施行後三年から五年を経過した段階で実態を把握し、必要な見直しを行うこと。 



七、事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義について、

地方公共団体に対し周知徹底すること。その際、事務職員が一定の責任を持って主体

的、積極的に学校運営に参画することにより、学校の機能強化が図られる点について

理解を得るよう努めること。また、事務職員が学校運営に関わる職としてその専門性

を向上するための研修の企画・実施体制を充実するとともに、共同学校事務室の設置

が事務職員の人員削減につながることのないよう、基本的に一校に一人以上の事務職

員の配置を確保すること。 

八、学校・家庭・地域が一体となって子供たちを育む観点から、学校運営協議会制度に

ついては、同制度の持つ意義や成果について周知するとともに、十分な教職員数の配

置など財政措置も含めた方策を講ずることにより教員の更なる負担増を招くことのな

いよう留意すること。 

九、地域住民等による学校との協働活動が推進され、各地域の子供たちがその活動を通

じた学びを得ることができるよう、地域学校協働活動推進員を始めとする人材の確保、

地域住民等と学校との連携協力体制の整備に向けた好事例の収集・普及など財政上の

措置を含めた必要な支援を行うこと。 

  右決議する。 


